
作成年月日 令和２年７月６日 

作成部局課室名 産業労働部政策労働局雇用就業室 

 

 

兵庫型ワークシェア推進事業の開始 

 

 

新型コロナウイルス感染症の影響により、一時的に仕事が減少し、人手が余剰となって

いる事業主から、人手不足となっている事業主へ期間限定で人材融通等を行う（ワークシ

ェア）ことにより雇用継続を図る取組を”ひょうご・しごと情報広場”で支援する。 

 

１ 事業内容 

（１）ワークシェア実施企業の掘り起こし 

① 県内企業への周知 

    関係団体※を通じて県内企業へチラシにより兵庫型ワークシェアの取組を周知。 

  （※ 兵庫県経営者協会、兵庫県中小企業団体中央会、兵庫県旅館ホテル生活衛生同業組合、 

兵庫県社会福祉協議会、兵庫県農業協同組合中央会 等） 
 

② ひょうご・しごと情報広場での専門相談 

一時的な人材融通等を行う上で発生する諸課題に社会保険労務士や中小企業診

断士が相談対応。 

   （相談内容例） 

・人材融通した場合の就業規則の変更、契約方法 
・複数事業所で勤務する場合の労働保険や社会保険の取扱い 
・人材融通後の経営改善 
・仕事の切り分けや効率化 等 

 
（２）人材情報の登録・調整 

① 「ひょうごワークシェアサイト」の運用 

・ 人手不足事業主が求人情報をサイトに登録。 

  ＊ 想定される求人情報：軽作業、小売販売業、介護補助、調理補助、農作業等 

・ 人手余剰事業主や求職中の個人、副業したい個人などがサイトを閲覧し、 

関心のある企業に連絡・調整。 
 

   ② ひょうご・しごと情報広場からの情報提供 

人手余剰事業主や人手不足事業主に対して、ひょうご・しごと情報広場から 
適宜、情報を提供。 

 
２ 開始時期  令和２年７月７日（火） 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○「ひょうごワークシェアサイト」のイメージ 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
［問合先：産業労働部政策労働局雇用就業室雇用就労班 ０７８－３６２－３３５７］ 

３ 実施主体 

ひょうご・しごと情報広場 

（神戸市中央区東川崎町 1-1-3 

  クリスタルタワー12階） 

TEL：078-360-6219 

（平日 10:00～19:00）  

HP：https://www.j-hiroba.jp/jobnet/ 
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仕事の切り分け助言等人材融通後の経営改善等


